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令和７年度福井県原子力総合防災訓練企画支援業務について、企画提案書の提出を求めるので、次

のとおり公告する。 

 

 

令和７年６月２６日 

 

 

福井県知事  杉 本  達 治  

 

 

１ 企画提案書の提出を求める事項 

  （１）企画提案書の提出を求める業務（以下「公告業務」という。）の名称 

     令和７年度福井県原子力総合防災訓練企画支援業務 

  （２）公告業務の内容 

     別添仕様書による。 

  （３）公告業務の履行期間 

     契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

 

２ 企画提案書を提出する者に必要な資格（参加資格） 

   本業務の実施に必要な能力を有し、次の要件をすべて満たす者であること。 

（１） 福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条に基づき知事が定める一般

競争入札参加資格を有する者 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと。 

（３） 応募資格認定の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（４） 応募資格認定の日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生

手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始

の申立てまたは破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが

行われている者でないこと。 

（５） 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

    ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店も

しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）である者 

    イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または、暴力団員が経営に実質的に関

与している者 

    ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

    エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するな

ど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

    オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者 

（６） 国税または主たる事業所の所在地での地方税（都道府県税）を滞納している者でないこと。 
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３ 参加資格の認定の申請手続等 

  企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり申請し参加資格の認定を受けなければならない。 

（１）提出書類 

令和７年度福井県原子力総合防災訓練企画支援業務 企画提案審査会実施要領による。 

  （２）提出方法 

     電子メールによること（提出期限までの到達が必須）。 

  （３）提出期間 

     令和７年６月２６日（木）～令和７年７月２日（水）１７時まで 

  （４）提出先 

     福井県防災安全部 危機管理課 原子力防災対策グループ 担当：武田 

     ＴＥＬ ０７７６－２０－０２３６ 

     Ｅ－Ｍａｉｌ kikikanri@pref.fukui.lg.jp 

（５）参加資格の結果通知 

   参加資格の認定は令和７年７月８日（火）までに電子メールにより申請者に通知する。 

 

４ 企画提案書の提出手続 

  （１）提出書類 

令和７年度福井県原子力総合防災訓練企画支援業務 企画提案審査会実施要領による。 

  （２）提出方法 

     電子メールによること（提出期限までの到達が必須）。 

  （３）提出期間 

     令和７年７月１１日（金）～令和７年７月１５日（火）１７時まで 

  （４）提出先 

     ３の（４）に同じ。 

 

５ 公告業務に関する仕様書等の交付場所および交付期間 

（１） 交付場所および交付方法 

３の（４）に同じ。もしくは、福井県危機管理課のホームページに掲載しているデータを 

ダウンロードすること。郵送での交付は行わない。 

（２） 交付期間 

令和７年６月２６日（木）～令和７年７月２日（水）１７時まで 

 

６ 公告業務に関する質問事項 

（１）質問の受付 

公告業務に関する質問事項については、令和７年度福井県原子力総合防災訓練企画支援業

務質問票（様式３）により、令和７年７月２日（水）１７時までに電子メールで提出するこ

と。 

  （２）提出先 

     ３の（４）に同じ。 

  （３）回答方法 

     質問に対する回答は、質問者および参加申込者全員に対して電子メールにより通知する。 
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８ 審査および受託者候補の選定等 

（１）企画提案の審査 

提出された企画提案書等の内容について、審査会において総合的に審査した上で、受託候

補者を１者選定する。 

     【審査会（予定）】 

      日程：令和７年７月１８日（金）午後 ※詳細な時間については、別途通知する。 

      場所：ＷＥＢ会議（Microsoft Teams） 

（２）審査方法 

審査会において、「業務の実施体制」、「業務の遂行能力」、「要員配置」、「業務実績」等を基

準に審査を行う。 

（３）審査の結果通知 

審査結果は、審査終了後に企画提案書提出者全員に電子メールにて通知する。なお、審査

内容および各事業者の企画提案内容、見積額等については非公開とし、審査結果に対する異

議申し立ては一切認めない。 

 

９ その他 

（１）この公告に係る一連の手続きおよび業務の契約等に関する手続きにおいて使用する言語な

らびに通貨は、日本語および日本国通貨に限る。 

  （２）企画提案書等の提出については、報酬を支払わない。 

（３）その他、不明点については、福井県危機管理課原子力防災対策グループに照会すること。 

（ＴＥＬ ０７７６－２０－０２３６） 


